
2023年度文化庁委託事業「生活者としての外国人」のための特定のニーズに対応した日本語教育事業 
地域日本語教育実践プログラム

主催：学習院大学 後援：豊島区

学習院大学 地域日本語教育研修

生活日本語の教え方講座

日時 9月9日（土）、９月23日（土）、10月7日（土） 14:00-17:15

会場 学習院大学 西5号館3階 301教室
学習院大学キャンパスマップhttps://www.univ.gakushuin.ac.jp/images/Campus_Life_2023_map.jpg

対象

１．大学又は大学院で日本語教師養成課程を修了

２．日本語教師養成研修実施機関・団体で日本語教師養成講座（420時間以上）を修了

３．日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験合格

４．上記１．または２．を履修・受講中で「生活者としての外国人」のための日本語教師

としての力を身につけることを希望

「生活者としての外国人」がゼロから日本語を学ぶ場合の指導方法や
自学教材の活用方法などを学びます。

申込方法 右のQRコードまたは以下のURLよりお申し込みください。 

https://forms.gle/mDVYagh6nWxUeB7e8

    締切：9月1日(金）
＊定員（20名）に達しましたら、早めに締め切らせていただく場合があります。

  ＊ご記入いただいた個人情報は本講座実施以外の目的には使用いたしません。

（問い合わせ先）学習院大学「生活日本語の教え方講座」係
E-mail: nnet.toshima.jimu@gmail.com
 
〒171-8588 東京都豊島区目白1-5-1

学習院大学国際センター
                       ☎ 03-5992-1024       

第１回（９月９日）
生活者のための
日本語教育の特徴

講師 金田智子
       学習院大学

第２回（９月23日）

教え方の工夫

講師 中上亜樹
       学習院大学

 

第３回（10月７日）

教材の使い方

講師 熊野七絵
         国際交流基金

              関西国際センター

全3回 受講料：無料

豊島区及び近隣地域に在住・在勤・在学で、
「生活者としての外国人」に対する日本語教育に関わることを希望し、
以下のいずれかを満たす方                  ＊原則全3回参加できる方

生活者のための日本語教育は、
例えば日本語学校の教育と同じで
しょうか。文化庁「生活Can do」
等も紹介し、日本語学習を継続で
きるような教育のあり方について
検討します。

第二言語習得研究から「生活者と
しての外国人」に教える際にどの
ような工夫が可能かを、具体的な
実践事例等を通して学びます。

国際交流基金（JF）のオンライン
教材やリソースを中心に、教室内
での使い方、教室外で自学で進め
る場合の使い方とその支援方法な
どを学びます。


